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放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況  
 
 

＊ 各年５月１日現在の育成環境課調査 
 
 

 
１ クラブ数、登録児童数及び実施市町村数の状況 
 

区  分 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

クラブ数 １９，９４６か所 １８，４７９か所 １，４６７か所 

登録児童数 ８１４，４３９ ８０７，８５７ ６，５８２人 

実施市町村割合 
（実施市町村数） 

９０．３％ 
（１，５８０市町村） 

８９．３％ 
（１，６０８市町村） 

１．０ポイント 
（▲２８市町村） 

注：実施市町村割合は、各年の全市町村数(22年度：1,750、21年度1,800)に対する割合である。 

 

 
（参考）過去５年間の実施か所数、児童数、実施市町村数の推移  

区 分 平成21年 平成20年 平成19年 平成18年 平成17年 

実施か所数(か所) 18,479 17,583 16,685 15,857 15,184 

増  減 896 898 828 673 727 

児  童  数 （人） 807,857 794,922 749,478 704,982 654,823 

増  減 12,935 45,444 44,496 50,159 61,059 

実施市町村割合 
（実施市町村数） 
[全市町村数] 

89.3% 
(1,608) 
[1,800] 

88.8% 
（1,609） 
[1,811] 

88.2% 
（1,611） 
[1,827] 

86．8% 
（1,599） 
[1,843] 

82．5% 
（1,980） 
[2,400] 

 
 
２ 設置・運営主体別クラブ数の状況 

                                                                   （か所） 
区 分 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

公 立 公 営 ８，２８６（41.5%）  ７，８１９（42.3%）    ４６７ 

公 立 民 営 ８，３５０（41.9%）  ７，４６９（40.4%）    ８８１ 

民 立 民 営 ３，３１０(16.6%)  ３，１９１（17.3%）    １１９ 

計 １９，９４６（100%） １８，４７９（100%） １，４６７ 

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 

 
３ 実施規模別クラブ数の状況 

                                                                    （か所） 
実施規模 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 
９人以下    ６４２（ 3.2%）    ５８３（ 3.2%） ５９      

１０人～１９人  ２，１６７（10.9%）  ２，０６９（11.1%） ９８      
２０人～３５人  ５，５２０（27.7%）  ４，８２１（26.1%） ６９９      
３６人～４５人  ４，３５９（21.9%）  ３，４６７（18.8%） ８９２     
４６人～５５人  ３，１４７（15.8%）  ２，６９７（14.6%） ４５０     
５６人～７０人  ２，８９０（14.4%）  ２，６９８（14.6%） １９２     
７１人以上  １，２２１（ 6.1%）  ２，１４４（11.6%） ▲９２３     

計 １９，９４６（100%） １８，４７９（ 100%） １，４６７     

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
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４ 学年別登録児童数の状況 
                                                                       （人） 

学  年 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

小学１年生  ２８６，３０３(35.2%)  ２８４，７４２（35.2%） １，５６１     
小学２年生  ２５２，５１２(31.0%)  ２５４，０４５（31.4%） ▲１，５３３     

     小学３年生  １８９，０５３(23.2%)  １８５，７７２（23.0%） ３，２８１     
小学４年生以上他    ８６，５７１(10.６%)   ８３，２９８（10.4%） ３，２７３     

計  ８１４，４３９(100%) ８０７，８５７（100%） ６，５８２     

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。計数には、障害児数も含む。 
 
 
５  実施場所別クラブ数の状況 

                                                                      （か所） 

実 施 場 所 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

学校の余裕教室 ５，７５２（28.8%）  ５，２９４（28.6%） ４５８ 
学校敷地内専用施設 ４，３９６（22.0%）  ３，７８１（20.5%） ６１５ 
児童館･児童ｾﾝﾀｰ ２，６９０(13.5%)   ２，６３２（14.2%）  ５８ 

公的施設利用 １，７１６（ 8.6%）  １，６８４（ 9.1%）  ３２ 
民家・アパート １，２２１(  6.1%)   １，１７０（ 6.3%）  ５１ 

保育所 ９８５(  4.9%）    ９６７（ 5.2%）  １８ 
 公有地専用施設 １，２９８（  6.5%）   １，１２５（ 6.1%） １７３ 

民有地専用施設      ８８９(  4.5%)       ８１２（ 4.4%）  ７７ 
幼稚園 ３８４(  2.0%)       ３７１（ 2.0%）  １３ 

団地集会室 １２２(  0.6%)       １２４（ 0.7%）  ▲２ 
商店街空き店舗   ８４(  0.4%)         ６９（ 0.4%）  １５ 

その他 ４０９(  2.１%)       ４５０（ 2.5%） ▲４１ 

計 １９，９４６（ 100%） １８，４７９（ 100%） １，４６７ 

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 

 
 
６ 年間開設日数別クラブ数 

                                                                    （か所） 

開設日数 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

１９９日以下       ６２( 0.3%)     ５４（ 0.3%）     ８ 
２００日～２４９日   １，０５２( 5.3%) 

 
 ２，７２５（14.7%） ▲１，６７３ 

２５０日～２７９日   ３，３６５(16.9%)  １，８９８（10.3%） １，４６７ 
２８０日～２９９日  １５，０９７(75.7%) １３，４９１（73.0%）  １，６０６ 

３００日以上     ３７０( 1.8%)    ３１１（ 1.7%）     ５９ 

計 １９，９４６(100%) １８，４７９（ 100%）  １，４６７ 

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 

 
 
７ 平日の開所時刻の状況 

                                                                       （か所） 

開 所 時 刻 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

１１：００以前 ２，８６５(14.4%) 
 

 ２，７４４（14.9%）   １２１ 
11:01  ～ 12:00 ２，０６８(10.4%)  １，８９８（10.3%）   １７０ 
12:01  ～ 13:00 ７，６００(38.1%) ８，４７５（45.9%） ▲８７５ 
13:01  ～ 14:00 ５，８２６(29.2%)  ４，５７６（24.8%） １，２５０ 

１４：０１以降 １，５６３( 7.8%)     ７７３（ 4.１%）   ７９０ 
計 １９，９２２（100%）     １８，４６６（100%） １，４５６ 

  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 

注２：[22年度:19,922] [21年度:18,466]は、平日に開所しているクラブ数。 



- 3 - 
 

 
８ 平日の終了時刻の状況 

                                                                       （か所） 

終 了 時 刻 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

１７：００まで     ６７５( 3.4%) ９８４（ 5.3%） ▲３０９    
17:01  ～ 18:00 ８，９０４(44.7%) ８，８９１（48.1%） １３    
18:01  ～ 19:00  ９，５０６(47.7%) ７，９０９（42.8%） １，５９７    

１９：０１以降 ８３７( 4.2%) ６８２（ 3.8%） １５５    
計 １９，９２２(100%） １８，４６６（100%） １，４５６    

  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 

注２：[22年度:19,922 [21年度:18,466]は、平日に開所しているクラブ数。 

 
９ 長期休暇等の開所時刻の状況                                               （か所） 

開 所 時 刻 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

 ６：５９以前      ５( 0.0%)      ４（ 0.0%） １    
 7:00  ～  7:59  ３，２０１(16.1%)  ２，５５９（13.9%） ６４２    
 8:00  ～  8:59 １５，００７(75.5%) １３，６４０（74.2%） １，３６７    
 9:00  ～  9:59  １，５８８( 8.0%)  ２，０７０（11.3%） ▲４８２    

１０：００以降      ７４（ 0.4%）    １０６（ 0.6%） ▲３２    
計 １９，８７５(100%) １８，３７９（100%） １，４９６    

  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 

注２：[22年度:19,875] [21年度:18,379]は、長期休暇等に開所しているクラブ数。 

 
 
10 長期休暇等の終了時刻の状況 

                                                                       （か所） 

終 了 時 刻 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

１７：００まで ９７２( 4.9%)   １，３０４（ 7.1%） ▲３３２    
17:01  ～ 18:00 ８，７８４(44.1%)   ８，６７３（47.2%）   １１１    
18:01  ～ 19:00 ９，２９４(46.8%)   ７，７２９（42.1%） １，５６５    

１９：０１以降 ８２５( 4.2%)     ６７３（ 3.6%） １５２    
計 １９，８７５(100%)  １８，３７９（100%） １，４９６    

  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 

注２：22年度:19,875] [21年度:18,379]は、長期休暇等に開所しているクラブ数。 

 
11 長期休暇等の開館状況                                       

            （か所） 
開 館 状 況 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

土曜日 
〔毎週開館以外〕 

１８，６４８(93.5%) 
〔３，５４６〕 

１５，６８７（84.9%） 
〔２，２２４〕 

２，９６１ 
〔１，３２２〕 

日曜日 １，６０２( 8.0%)  １，３０６（ 7.1%）   ２９６ 
夏休み等 １９，６０７(98.3%) １８，１３５（98.1%） １，４７２ 

  注１：（  ）内は全クラブ数(22年度:19,946、21年度: 18,479に対する割合である。 

注２：〔  〕内は毎週開館以外のクラブ数であり、内数である。 

 
 
12 障害児受入数別クラブ数の状況 

                                                                     （か所） 

受 入 数 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

１  人 ４，３４０(21.8%) ３，９６５（21.5%） 
 

３７５ 
２  人 ２，３３５（11.7%） ２，１６２（11.7%） １７３ 
３  人 １，１２０（ 5.6%） １，０２６（ 5.6%）  ９４ 
４人以上 １，３２５（ 6.6%） １，１７７（ 6.3%） １４８ 

計 ９，１２０（45.7%） ８，３３０（45.1%） ７９０ 

  注：（  ）内は全クラブ数(22年度:19,946、21年度:18,479)に対する割合である。 
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13 障害児の学年別登録児童数の状況 
                                                                       （人） 

学  年 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 
小学１年生 ４，７４９(1.7%)   ４，４６３（ 1.6%） ２８６       
小学２年生 ５，１９１(2.1%)   ４，７５６（ 1.9%） ４３５       
小学３年生 ４，６０６(2.4%)   ４，１０５（ 2.2%） ５０１       

小学４年生以上他 ５，１７３(6.0%) ４，７４６（  5.7%） ４２７       
計 １９，７１９(2.4%) １８，０７０（ 2.2%） １，６４９       

  注：（  ）内は学年別登録児童数に対する割合である。 

 
 
14 障害児受入の定員設定別クラブ数                     

（か所） 

注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 

 
 
15 利用できなかった児童のいるクラブ数の状況 

（か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

利用できなかった 
児童がいるクラブ数 １，５６７(7.9%) １，９３９(10.5%) ▲３７２ 

注：利用できなかった児童数を把握しているクラブの数値である。（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,47

9)に対する割合である。 

 
 
16 利用できなかった児童数の状況 

（人） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

小学１年生   ２，３３６(29.1%) 
 [５７]  

２，９２２ (25.5%) 
[65] 

▲５８６ 
  [▲８] 

小学２年生   １，６８１(21.0%) 
 [２８]  

２，４９６ (21.8%) 
[33] 

▲８１５ 
  [▲５] 

小学３年生 ２，６９６(33.6%) 
  [２６]   

３，９２６ (34.3%) 
[33] 

▲１，２３０ 
  [▲７] 

小学４年生以上他   １，３０８ (16.3%) 
[５５] 

２，０９４ (18.4%) 
[34] 

▲７８６ 
    [２１]  

計   ８，０２１ (100%) 
[１６６]   

１１，４３８ (100%) 
[165] 

▲３，４１７ 
    [１] 

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。[   ]内は障害児数であり、内数である。 

 
 
17 新１年生の受入開始の状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

４月１日より受入 １８，６４０(93.5%) １７，１５９（92.9%） １，４８１ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 

 
 

定員設定の有無 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

障害児受入の 
定員無し ８，１４４(89.3%) ７，３７０（88.5%） ７７４ 

障害児受入の 
定員有り    ９７６(10.7%)  ９６０（11.5%）  １６ 

合計 ９，１２０(100%) ８，３３０（100%） ７９０ 
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18 クラブ専用部屋・専用スペースの有無 
                                                                    （か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

スペース有り １９，２８２(96.7%) １７，７４９（96.0%） １，５３３ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 

 
19 登録児童１人当たりの生活スペースの状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

1.65㎡以上 １４，７８５(74.1%) １３，２４２（71.7%） １，５４３ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 

 
20 クラブ内の静養スペースの状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

スペース有り １２，２１０(61.2%)  １１，１６１（60.4%） １，０４９ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 

 
21 １クラブあたりの放課後児童指導員数の状況 

                                                                       （か所） 

 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

１人  １，１４６( 5.7%)  １，０００（ 5.4%）   １４６ 
２人  ４，４７８(22.5%)  ４，５４１（24.6%） ▲６３ 
３人  ４，２５３(21.3%)  ３，６７９（19.9%）   ５７４ 
４人  ３，８２７(19.2%)  ３，２２１（17.4%）   ６０６ 

５人以上  ６，２４２(31.3%)  ６，０３８（32.7%）   ２０４ 
計 １９，９４６(100%)  １８，４７９（100%） １，４６７ 

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。数値はボランティアを含めず、常勤・非常勤を区別しない。 
 
22 放課後児童指導員の資格の状況 

                                                                       （人） 

 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

保育士・幼稚園教諭 ２６，２９０(33.2%) ２４，６９９（33.4%） １，５９１ 
幼稚園以外の教諭 １５，４１０(19.5%) １４，３１０（19.3%） １，１００ 
児童福祉経験有り １２，１８４(15.4%) １０，５６５（14.3%） １，６１９ 

その他３８条  ２，６２６( 3.3%)   ２，６９２（ 3.6%） ▲６６     
資格なし ２２，６１７(28.6%) ２１，７０６（29.4%）   ９１１ 

計 ７９，１２７(100%) ７３，９７２（100%） ５，１５５ 

  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。数値はボランティアを含めず、常勤・非常勤を区別しない。また、１人の

指導員に対し、１つの資格を計上。 

注２：「その他３８条」は「保育士・幼稚園教諭」、「幼稚園以外の教諭」、「児童福祉経験有り」以外で児童福祉施設最低基

準第３８条第２項に該当する者。 

 

23 保護者支援・連携の実施状況 
                                                                       （か所） 

 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

子どもの出欠確認等 １９，８２８(99.4%) １８，２９８（99.0%） １，５３０ 

保護者との日常的な
連絡・情報交換 １９，５２６(97.9%) １７，９９７（97.4%） １，５２９ 

  注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 
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24 学校等との連携の実施状況 
                                                                       （か所） 

 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

学校との情報交換 １９，３２２(96.9%) １７，７７８(96.2%) １，５４４ 

学校施設の利用 １２，８41(64.4%) １１，４５３(62.0%） １，３８８ 

放課後子ども教室との
連携 ５，３００(26.6%) ４，４４０（24.0%）   ８６０ 

  注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 
 
25 関係機関・地域との連携の実施状況 

                                                                       （か所） 

 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

保育所・幼稚園との連
携 １１，９８５(60.1%) １０，７３６（58.1%）  １，２４９ 

医療・保健・福祉等機
関との連携 １２，３５９(62.0%) １１，０８３（60.0%）  １，２７６ 

  注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 

 
 
26 安全対策の実施状況 

                                                                       （か所） 

 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

事故・怪我防止と対応 １８，０１５(90.3%) １６，２３８（87.9%） １，７７７ 

衛生管理・感染症対
応 １７，２７１(86.6%) １５，１９０（82.2%） ２，０８１ 

防災・防犯計画やマニ
ュアルの作成 １４，９８７(75.1%) １３，３１３（72.0%） １，６７４ 

定期的な避難訓練の
実施 １３，１０５(65.７%) １１，３５８（61.5%） １，７４７ 

来所・帰宅時の安全
確保チェックリストの作
成 

１３，４１４(67.3%) １１，９６１（64.7%） １，４５３ 

地域と連携した来所・
帰宅時の見守り   ８，４６６(42.4%)    ７，５３６（40.8%）   ９３０ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 
 
27 研修受講機会の提供の実施状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

指導員の資質向上の
ための研修 １９，３２９(96.9%)  １７，７６７（96.1%） １，５６２ 

障害児受入のための
研修 １６，０５３(80.5%)  １４，１４１（76.5%） １，９１２ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 
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28 事業内容の定期的な自己点検の実施状況 
                                                                    （か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

自己点検の実施有り  １６，３６６(82.1%) １４，９６４（81.0%） １，４０２ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 

 
29 運営状況等の情報提供の実施状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

保護者への情報提供 １９，２４２(96.5%)  １７，７５６（96.1%） １，４８６ 

地域への情報提供 １２，８５４(64.4%)  １１，６５２（63.1%） １，２０２ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 

 
30 要望・苦情対応の実施状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

要望・苦情対応窓口の
保護者への周知 １６，３８５(82.1%)  １４，７３０（79.7%） １，６５５ 

苦情解決体制の整備 １５，３１８(76.8%)  １３，７６１（74.5%） １，５５７ 

注：（  ）内は全クラブ数(22年度：19,946、21年度：18,479)に対する割合である。 

 
31 放課後児童クラブガイドラインの市町村における策定状況 

                                                                      （市町村数） 

 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

策定済み １９９(12.6%)     １８５（11.5%）  １４ 

都道府県のガイドライン
を活用 ４３５(27.4%)     ４２０（26.1%）  １５ 

国のガイドラインを活用 ７８０(49.5%)     ８０９（50.3%） ▲２９ 

対応無し １６６(10.5%)    １９４（12.1%） ▲２８ 

計 １，５８０(100%)    １，６０８（100%） ▲２８ 

  注：（  ）内はクラブ実施市町村数(22年度：1,580、21年度：1,608)に対する割合である。 

 
32 放課後児童クラブガイドラインに基づく運営内容の点検・確認状況 

                                                                    （市町村数） 
 平成 ２２ 年 平成 ２１ 年 増  減 

点検・確認有り １，１４８(72.7%) １，１０８（68.9%） ４０ 

注：（  ）内はクラブ実施市町村数(22年度：1,580、21年度：1,608に対する割合である。 
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〔調査概要〕 

 

１ 調査の目的 

   この調査は、全国の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況を把握し、児童の健

全育成の推進のための基礎資料を得ることを目的として、毎年実施している。 

 

２ 調査の対象 

   全国の市区町村（１，７５０市区町村） 

 

３ 調査の期日 

   平成２２年５月１日現在 

 

４ 主な調査事項 

   児童福祉法第６条の２第２項に規定する放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施か所

数、登録児童数、実施場所別クラブ数、実施規模別クラブ数、年間開設日数別クラブ数、利用できな

かった児童数等 

 

５ 調査の方法 

   厚生労働省があらかじめ定めた調査票により各市区町村が記入 

 

６ 調査の集計 

   集計は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局において行った。 

 

 

 

（参考）放課後児童健全育成事業 

    共働き家庭など留守家庭のおおむね１０歳未満の児童に対して、児童館や学校の

余裕教室、公民館などで放課後に適切な遊び、生活の場を与えてその健全育成を図

る事業 

（平成９年の児童福祉法改正により法定化＜児童福祉法第６条の２第２項＞） 
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